静岡県教育会館建設資金等拠出の事務処理表（静東・静西）
2026年2月１日現在
	必要書類
事由
	1 
静岡県教育会館建設資金等
拠出承諾書(原本)
	2 
静岡県教育会館建設資金等
振込依頼書（原本）
	3 
所属・職名の
異動状況の記入
	4 
静岡県教育会館建設資金等
拠出報告書
※６月給与支給額変更時のみ
	5 
法定外控除「№14」の入力
6月：控除額入力
７月：０円を入力
	6 
県教育会館建設資金等拠出

	新規拠出
（再度拠出を承諾した暫定再任用者の方も同様）
	会館事務局へ送付
	所属校で管理
	所属校で記入
	―
	必要
所属校で入力
	開　始

	県教育委員会事務局、
教育事務所へ転出　
	―
	会館事務局へ送付
	前任校で記入
	―
	不要
既にデータが０円の
ため
	中　断

	県教育委員会事務局、教育事務所から転入　
	未加入者は新規拠出と同じ
	３月末に会館事務局から送付。その後は所属校で管理
注〔1〕
	所属校で記入
	―
	必要
所属校で入力
	開始・再開

	· 市町教育委員会事務局
· 知事部局
· 国立学校等
へ転出　　　
	―
	会館事務局へ送付
	前任校で記入
	―
	不要
県から給料が支給されないため
	中　断

	· [bookmark: _Hlk170376310]市町教育委員会事務局
· 知事部局
· 国立学校等
から転入
	未加入者は新規拠出と同じ
	３月末に会館事務局から送付。その後は所属校で管理
注〔1〕
	所属校で記入
	―
	必要
所属校で入力
４月に０円入力が必要
	開始・再開

	育児休業・介護休暇等で無給休職、または復職
注〔3〕
	―
	所属校で管理
	所属校で記入
	会館事務局にFAXで報告
注〔2〕
	必要
所属校で入力
6/1～復職の場合のみ６月控除額入力
	中断・再開

	小中学校間の異動
	―
	異動先に送付
	異動先で記入
	―
	必要
異動先で入力
	継　続

	改　　　　　姓
	―
	所属校で管理
	所属校で記入
	―
	不要
	継　続

	県立学校、市立高校へ転出
注〔5〕
	―
	異動先に送付
	異動先で記入
	―
	異動先で入力
	継続・中断

	県立学校、市立高校から転入

	未加入者は新規拠出と同じ
	所属校で管理
	所属校で記入
	―
	必要
所属校で入力
４月に０円入力が必要
	継続・再開

	退　　職
	―
	本人に返還
	最終校で記入
	会館事務局にFAXで報告
注〔2〕
	不要
	終　了

	職名変更による
拠出金額変更
	―
	所属校で管理
	所属校で記入
	会館事務局にFAXで報告
注〔2〕
	所属校で入力
	継　続

	在外日本人学校、大学院等派遣　注〔4〕
	―
	所属校で管理
	所属校で記入
	会館事務局にFAXで報告
注〔2〕
	所属校で入力
	継続・中断


[bookmark: _Hlk176507882]注〔1〕教育委員会等から転入してくる方の「②振込依頼書」は原則、会館事務局で保管しています。
[bookmark: _Hlk170380877][bookmark: _Hlk169790606]小中学校に戻られた時は、お預かりした「振込依頼書」を３月末に会館事務局から送付します。
ただし、会館から届かず学校にもない場合は会館事務局にご連絡ください。
見当たらない場合は、新規拠出と同様に①拠出承諾書を記入し、会館事務局に送付願います。
注〔2〕５月に提出された「拠出者名簿」に記載がない方や中断期間等が変更になり６月給与が全額支給される場合、又は支給されなくなる等、拠出金額に
変更が生ずる場合は必ずFAX報告願います。（ＦＡＸ：054-254-1028）（送信票不要）
６月給与支給額に変更がない場合は報告不要です。　※様式は静岡県教育会館のＨＰに掲載しています。
[bookmark: _Hlk172731182]注〔3〕６月に育休等取得している場合は、当該年度の拠出を中断する。　（６月の中途に育休等で休職または復職の場合も同様です。）
· ただし、給料減額者（時短勤務、有給休職）は全額支給されているとみなし、中断者とはなりません。
注〔4〕派遣期間中、拠出継続か中断か本人に意向を確認する。中断を希望する場合には、会館事務局に報告してください。
注〔5〕前任校で拠出していた旨を本人から異動先の事務担当者に申し出るよう指導する。
注〔6〕関係する文書の保存年数は5年とする。
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